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要約

　第二次世界大戦終結後，当時の東側世界を代表するソ連は対日占領に積極
的に関与した。シベリア抑留者に対する政治教育は，占領期におけるソ連対
日政策の一環をなすものである。シベリア抑留者にとって『日本新聞』は唯
一の日本語新聞であり，同紙はソ連が抑留者を教育する最も重要な手段であ
った。同紙はさまざまな分野から天皇および天皇制を徹底的に批判している。
それらの報道から描かれるのは，処罰されるべき「戦犯第一号」としての天
皇像であり，打倒されるべき「人民の敵」としての天皇制像である。同紙の
描く天皇像は，占領期ソ連の天皇および天皇制に対する政策を浮き彫りにし
ている。すなわち，ソ連はシベリア抑留からの帰還者を通し，戦犯としての
天皇の処罰と天皇制の廃止を推進しようとしたのである。
　キーワード：シベリア抑留，『日本新聞』，天皇
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１．はじめに

　第二次世界大戦終結後，当時の東側世界を代表するソ連は戦後日本のあり
方を規定した対日占領に積極的に関与している。対日占領の初期，ソ連は４
つの対日目標を持っていた。（1）ヤルタ協定に基づき，南樺太および千島列
島を確実にソ連領とすること，（2）日本を分割占領もしくは分割統治するこ
と，（3）日本におけるアメリカの威信を失墜させるとともに，アメリカ主導
下の占領行政に可能な限り参加し，日本の非軍事化・民主化をはかること，

（4）敗戦に伴う日本の社会・経済的混乱に乗じて共産主義を浸透させ，共産
党を中心とした野党連合政権もしくは共産党単独政権を樹立することである

（和田 1974；中西 1975；平井 1987；斎藤 1988）。
　アメリカの対日占領政策において，天皇および天皇制はその根幹に関わる
問題であった。マッカーサーは占領政策に利用するため，天皇を追訴せず天
皇制を維持する方針であった（Woodard 1972＝1988；山際･中村 1990；井
門編 1993：中野 2003；岡崎 2012）。日本国内では平和主義的な統治者とし
ての天皇像が形成されつつあった（Dower 1999＝2004：３－97）。一方，ス
ターリンの天皇および天皇制の問題に対する態度が二転三転する中で（Гро-
мыко, Пономарева 1986：106－110；横手 2004），ソ連の新聞や雑誌は戦
犯としての天皇の処罰，天皇制の廃止を一貫して訴えていた（Feary 1950：
204；Swearingen 1978＝1979：90；山極・中村 1990：653）。
　ソ連が対日目標を実現するための拠点として，対日理事会，極東委員会，
東京裁判，駐日ソ連代表部，日本共産党，対日ラジオ放送，そして，長期に
わたってソ連の考えを叩き込まれたシベリア抑留からの帰還者が挙げられる。
シベリア抑留者に対する政治教育は，ソ連の対日政策の一環をなすものであ
る。シベリア抑留者にとって『日本新聞』は唯一の日本語新聞であり，同紙
はソ連が抑留者を教育する最も重要な手段であった。しかしながら，この宣
伝メディアについての本格的な実証研究はいまだ発表されていない（1）。本研
究は『日本新聞』における天皇関連記事を分析することにより，占領期ソ連
の対日政策，とりわけ天皇および天皇制に対する政策の一端を解明しようと
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するものである。

２．『日本新聞』の分析方法

　第二次世界大戦での日本の降
伏が決定し，ソ連共産党中央委
員会は日本の軍人捕虜のために
新聞の刊行を決めた。９月４日
のソ連共産党中央委員会で，『日
本新聞』（図1）（2）の刊行が正式に
承認される。同紙はソ連陸海軍
政治部がハバロフスクで刊行し
たタブロイド版の日本語新聞で，
1945年９月15日に創刊された。
日本の降伏からちょうど１ヶ月
という非常に速いタイミングで
あり，1949年末の２ヵ月を除き，
火木土と週3回規則的に刊行されている。副題は「新日本建設へ」とあり，
欄外には「新聞はソ連にいる日本人捕虜のために刊行される」とロシア語で
記されている。刊行部数は20万部，およそ捕虜の３人に１人の割合で刊行さ
れたようである。1948年５月１日付の第412・413合併号から「日本しんぶ
ん」に名称が改められ，1949年12月30日の第662号をもって廃刊されている。
同紙の編集長は，ソ連内務省コワレンコ少佐であった。彼はウラジオストク
東洋大学日本語学科を卒業して兵役につき，1945年ソ連が日本に宣戦布告し
て満州・朝鮮に侵攻した際には，極東軍総司令官ワシレフスキー元帥の通訳
官をしていた。コワレンコは1945年９月から1949年９月まで，つまり創刊か
ら廃刊３ヶ月前まで編集長を務めており，同紙の編集に決定的な影響を与え
たとされる（РГАСПИ；松井1978：９－20；落合 1995：１－11；富田
2013：37－48；長勢 2013：341－378；富田・長勢編 2017：623－664）。
　当初『日本新聞』は２ページ立てで，1946年２月28日付の第71号から４ペ

図1　『日本新聞』
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ージ立てとなる。記事の情報源としては「タス通信」の配信とNHK（当時
は東京放送）の短波放送の受信，ソ連共産党機関紙『プラウダ』の記事，１
ヶ月遅れで来る日本共産党中央機関紙『アカハタ』など日本の新聞記事，各
収容所からの投書などであった。記事内容はニュース報道よりも社説や論説，
時事解説が次第に多くなり，特集記事も増えて宣伝メディアとしての側面が
強化されていった。『日本新聞』の中心を占めたのはスターリンとソビエト
的生活様式，日本共産党の賛美，日本人捕虜収容所における「民主運動」の
発展である。それとともに，アメリカ帝国主義と日本軍国主義を貶めるキャ
ンペーンも不断になされた。同紙はシベリア抑留者の共産主義教育の教科書
としての役割を果たしたのである（今立 1957：26－99；Гаврилов, Ката-
сонова 2013：341－350；富田 2013：37－48；長勢 2013：341－378；キリ
チェンコ 2015：411－416；富田・長勢 2017：623－664）。
　本研究では『日本新聞』に掲載された天皇および天皇制に関する記事の内
容分析を行う（3）。資料として朝日新聞社編『復刻 日本新聞』全３巻（4）を用
い，分析対象期間を1945年９月15日付から1949年12月30日付までの全号とす
る。この第３巻巻末の索引を参照し，「天皇」「天皇制」「ヒロヒト」「皇室」
など天皇に関する言葉が冒頭の見出しに含まれるとともに，天皇および天皇
制をテーマとする記事全てを取り上げる（5）。以下において，これらの記事を
量的および質的に考察する。量的考察では天皇関連記事の時期別記事本数，
方向別記事本数，紙面別記事本数，分野別記事本数を分析している。質的考
察では天皇関連記事を国際，政治，経済，社会，文化，歴史，総合的論説の
７分野に分類し，それぞれの天皇および天皇制に関する論調を明らかにして
いる。

３．量的考察――時期･方向･紙面･分野

　図２は，『日本新聞』に掲載された天皇関連記事の本数を時期別に分析し
たものである。ここに明らかなように，天皇関連記事の大多数（79%）は
1945年９月から1946年12月までの１年４ヶ月間に掲載されている。特に，
1946年７月から９月にかけての時期がピークである。この事実は，『日本新
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聞』の天皇関連記事が1946年11月
における日本国憲法の公布を視野
に入れていたことを示している。
　図３は，『日本新聞』における
天皇関連記事を方向別に分析した
ものである。ここに示されるよう
に，天皇および天皇制に好意的な
記事はない。1945年の創刊当初に
中立的な報道が５本（9%）あっ
ただけで，ほとんどの記事（91%）
は天皇および天皇制を非好意的に
伝えている。
　図４は，『日本新聞』に掲載さ
れた天皇関連記事の紙面別本数で
ある。『日本新聞』の紙面は，１
面が国際情勢，社説，２面が日本
関係，論説，解説，３面がソ連国
内事情，４面が「民主運動」，収
容所関係，文化欄という構成であ
った。ここに示されるように，天
皇関連記事は各紙面に掲載されて
いるものの，およそ半数（51%）
が４面に配置されている。このこ
とから，天皇関連記事は「民主運
動」と呼ばれる共産主義運動との
関連で，天皇および天皇制批判と
して掲載されたと考えられる。
　図５は天皇関連記事を国際，政
治，経済，社会，文化，歴史，総
合という７つの分野ごとに分類し

図２　時期別記事本数

図3　方向別記事本数

図４　紙面別記事本数

図５　分野別記事本数
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たものである。ここでは政治分野，経済分野の記事が比較的多いものの，さ
まざまな分野における天皇関連記事が掲載されている。

４．質的考察(1)――国際・政治・経済

　本節では『日本新聞』に掲載された53本の天皇関連記事の中で，国際・政
治・経済分野の記事を質的に考察する（6）。

４．１　国際

表1　天皇関連記事一覧（国際）

日付 見出し

1945.10.2 天皇陛下，マ元帥を訪問
1945.12.13 天皇にも戦争責任? ／米記者の報道
1946.1.19 「天皇制」に対する英国の反響／ロンドン・タイムス論評
1946.5.16 アメリカと天皇
1946.6.1 天皇直系除く／皇族，親王等の特権剥奪

1948.11.18
もえあがる天皇制打倒の焔／天皇制ゴジの新版「天皇退位説」／人
民ギマンの「人間ヒロヒト」宣伝

　表１は国際分野の記事一覧である。1946年５月３日に東京裁判が開廷する
と，「アメリカはもと戦争中は天皇裕仁を戦争犯罪人第一号に挙げていたの
である。ヒットラー，ムッソリーニと同じくAクラスに入れていたのであ
るが，戦い勝ってみると日本人が執念〔深〕く天皇に迷い込んでいる事実か
ら，いっそこれはこのまま逆用するに如かずと考え天皇をそっとして置く事
に方針を変えた」，「我々はもういい加減に天皇の信心，鰯頭の信心を止めよ
うではないか」（1946.5.16）（7）と，アメリカの天皇に対する政策を批判して
いる。
　1948年11月12日に東京裁判で判決が下されるや，次のような記事を掲載し
ている。「日本主要戦犯断罪の極東軍事裁判がようやく判決会議に移ったと
きから，またも内外の世論に『戦犯第一号』天皇ヒロヒトの責任追及の声が
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もちあがった。今まで血まみれの戦犯ヒロヒトがどうして責任をのがれたか，
それは『アメリカ人の有能な，よき協力者』として，天皇制保存のためにマ
ッカーサーが救ったのであることは，だれの眼にも明かである」，「かくて極
東軍事裁判判決を機として，天皇制への新たなる痛打が下からの人民運動に
よって加えられ終始一貫戦犯天皇制の完全廃止のために闘ってきた唯一の党
日本共産党がこの天皇制追撃の先頭にたっているのだ」（1948.11.18）。この
ように，『日本新聞』は天皇が「戦犯第一号」であると再三訴え，天皇を処
罰すべきであるとの立場を表明している。

４．２　政治

表2　天皇関連記事一覧（政治）

日付 見出し

1946.1.17 天皇制問題／高野忠興
1946.1.24 天皇神聖権の解剖／民主運動発展の礎／平坂肇
1946.1.29 天皇問題に関する共産党の意見は不動／党員志賀氏言明

1946.3.7
皇位に留まるを望まず／天皇は総選挙後退位／天皇も御満足と東久邇
宮語る

1946.3.16 天皇の国会解散権に反対／高野博士憲法草案への感想
1946.4.16 天皇の行幸は／保守勢力の選挙運動
1946.5.14 社説・人民政府と天皇制
1946.5.30 社説・天皇の放送
1946.8.15 天皇制の矛盾深刻／飢餓と失業に悩む人民，闘争に躍起
1946.9.3 噫!!　日本敗戦の日よ／今こそ我等天皇制の鉄鎖断たん
1946.10.5 友の会便り・「天皇制」に憤怒はたぎる／原大隊の力強い決議
1946.11.12 論説・天皇制ブルジョア政党の解剖／誰のため何をしたか
1946.12.5 主権在民とは真赤な嘘／天皇制新憲法のカラクリ
1947.1.14 クラブの話題・天皇の私生活
1947.4.8 論説・民主化を妨げる天皇制の主柱／官僚機構と人民政府の為の闘争

1947.12.9
最大の戦争犠牲者たるわれらの怒りを天皇制打倒へ／一切の人民の敵
戦犯人をタタキ出せ!!!
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　表２は政治分野の記事一覧である。1946年１月１日の天皇人間宣言を受け，
「天皇がその神聖権を自ら放棄されたことは我が国の民主化に一大巨歩を印
し，国民の解放，自由化に一大光明を与えたものである」，「日本に於ける天
皇制を基礎とした帝国主義者の暗黒政治である［．］彼等は国民の天皇尊崇
の感情を助長するに努め，明治初年に天皇教［と］も称すべき国家神の亜流
たる新宗教を創設して，天皇を信仰［の］対象即ち神とし国民をこれに帰依
せしめた」（1946. 1. 24）としている。1946年２月19日，天皇が全国巡幸を
開始する。これを受け，「この選挙運動最中に於ける天皇の国内各地巡幸は
有権者の投票を獲得する為に保守的党派によって利用されているものであり，
同様に憲法改正上に政治的影［響］を及ぼすものである」，「天皇が政治機構
内に於て占むべき地位が憲法の改正によって決定され［る］迄は，天皇に国
内巡幸を差控えられる様望む［も］ので［あ］る」（1946. 4. 16）と主張する。
1946年９月２日は，アメリカ戦艦ミズーリ号上で降伏文書に調印してからち
ょうど１年になる。「1945年９月２日午前９時，東京湾上米戦艦ミズーリ号
にて天皇政府は無条件降伏に調印した，彼等にとっては『敗戦』そして我々
人民にとっては『天皇制の鉄鎖からの解放』の日である」，「我々同胞は祖国
を救済するためには今度こそ我々自身の力でやらねばならぬことをさとって
いる［．］天皇制の打倒と人民共和政府の樹立，これがメーデー以来幾回と
なく街頭に行進する人民の声である」（1946. 9. 3）と訴える。
　1946年11月３日，日本国憲法が公布される。これについて，次のように記
している。「民主主義の第一条件は主権在民だが，果たして日本の主権は人
民の手に移ったか。憲法は前文で『主権が国民に存することを宣言し』とい
いながら第１章のへき頭で『天皇は主権を有する日本国民の至高の総意に基
づく，日本国及び日本国民の統合の象徴』だと意味深長な規定をしている。
ところが，この天皇こそは（中略）重要国務をとる大権と行政権とを一手に
握っているばかりでなく国会の議決を拒否する権能（拒否権）をさえもたぬ
とは決していっていないのだ。この絶対的地位が人民大衆の委託や選挙でも
たらされたものでないことはもちろんだ」，「そしてこの『国民統合の象徴』
たる天皇は『国民の中に含まれて，しかもその地位が国民と異なる』特権階
級の筆頭として主権を握っているのだ。『国民』の名にかくれた事実上の主
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権在君，天皇制の温存はもはや疑う余地がない。ここにはっきりと人民のた
めの民主主義への途を遮るものとして天皇と天皇制憲法が公然と立ち現れて
きたのだ」（1946. 12. 5）。1947年５月３日の日本国憲法施行については，次
のように報じている。「人民解放の途はこの天皇制，この官僚［□□］の粉
砕なくしては，決して発展はありえぬことをわれわれは忘れてはならない。
もちろん，今回の憲法改正は［□□］の暗黒政治を修正して，表面的な政治
的自由を与えはした［．］労働組合［，］革命的政党は合法化した。だが，憲
法改正の検討に際しても（中略）このような暗黒政治の基礎，『暗い密林の
如き官僚軍』そのものの天皇制は残ったのである。だからそれは，いつか

『好機』がきさえすればブルジョア・地主・官僚はいつでも思うように，も
との（中略）専制政治へともどりうるのである。まして，このような不徹底
な官僚機構の打倒の後に，（中略）土地の解放，労働［者］の生活水準の向
上などが具体的にありえようか」（1947. 4. 8）。このように，『日本新聞』は
天皇の人間宣言を歓迎し，天皇の全国巡幸を批判する。天皇制の打倒と人民
共和政府の樹立を目指し，天皇制を温存する日本国憲法を批判するのである。

４．３　経済

表3　天皇関連記事一覧（経済）

日付 見出し

1945.11.3 日本皇室の財産公表

1945.12.29
皇室より15億９千万円の徴税考慮／米国賠償の一部に皇室美術品を
要求／皇室財産減少

1946.6.25
友の会読本・天皇財閥の話(1) ／500億の富豪，150万町歩の大地主＝
天皇

1946.6.27 友の会読本・天皇財閥の話(2) ／人民の眼を眩ます宮内省のカラクリ
1946.6.29 友の会読本・天皇財閥の話(3) ／日本一の大地主，番犬は警官と憲兵
1946.7.2 友の会読本・天皇財閥の話(4) ／人民の陋屋見下す一族の殿堂
1946.7.4 友の会読本・天皇財閥の話(5) ／年700万円の配当貪る大株主
1946.7.6 友の会読本・天皇財閥の話(6) ／天皇のもつ株，証券，現金
1946.7.9 友の会読本・天皇財閥の話(完) ／秘庫に唸る宝石・貴金属
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1946.8.6 壁新聞「曙」第1号より／天皇制の現実的断案

1948.3.23
金を食う「ああそう」／６・３制の校舎さえ建たぬに／天皇巡幸と
地方財政

1948.7.17
「人民」の窮乏よそにヒロヒトの財政5878万円! ／「お召列車」はヤ
ミ列車／腐り切った宮内省・連日の大バクチ

　表３は経済分野の記事一覧である。1946年６月下旬から７月上旬にかけて，
『日本新聞』では「友の会読本・天皇財閥の話」と題する７回のシリーズが
連載されている。その第1話で「天皇は決して大昔から500億の大金持だった
のではない，徳川時代に幕府から12万石のすて扶知を貰って京都で細々と暮
して居た哀れな存在だった，それが明治維新から憲法発布の明治23年までの，
たった22［，］3年の間に一躍日本一の大金持になったので成金と云う言葉は
正しく彼にあてはまる」（1946. 6. 25）と書いている。第３話で「連合軍司
令部の発表によると現在143万町歩を所有しているのであり日本一の大地主
である」（1946. 6. 29）と報じ，第４話で「日本の天皇はよその国の国王が
もっていない特殊な建物をもっている，それは伊勢，明治，橿原の三神宮だ，
これら三大神宮は『皇統連綿三千年の国体』にありがたみをつけ『天皇の神
聖』を狂信せしめんがための天皇教の麻薬であったのだ」（1946. 7. 2）とし
ている。第６話で天皇が膨大な株，有価証券，現金を所有していること

（1946. 7. 6），第7話で天皇が莫大な宝石，貴金属類を所有していることが具
体的な数字とともに報じられている（1946. 7. 9）。
　第２話によれば「我々はこの天皇財閥に直接あるいは間接に封建的奴隷的
に搾取されてきた，しかも大多数の国民は三井三菱より遥かに尨大な富を握
る天皇財閥の存在すら知らない，これはあまりにも欲の深い神様である天皇
を国民の眼から覆うため色々なごまかしがされているからである」（1946. 6. 
27）。第５話では「天皇はこういう［戦争を利用して儲けてきた］会社や銀
行の大株主でその利害と完全に結びついているのであって，三井や三菱とい
う巨大財閥が戦争責任者である以上に，天皇財閥こそ最大かつ正真の戦争責
任者であることは余りにも明らかな事実である」（1946. 7. 4）と論じている。
このように，『日本新聞』によれば，天皇は明治維新以降日本一の大金持ち
になった成金であり，莫大な土地，建物，株，有価証券，現金，宝石，貴金
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属類を所有している。この天皇財閥は他の巨大財閥と結び付いて国民を搾取
しており，最大の戦争責任者ということになる。

５．質的分析(2)――社会・文化・歴史

　本節では『日本新聞』に掲載された天皇関連記事の中で，社会・文化・歴
史分野の記事を質的に考察する。

５．１　社会

表4　天皇関連記事一覧（社会）

日付 見出し

1946.3.3 天皇，神奈川県に行幸

1946.3.7
側近者の強要から政治的工作か／天皇行幸に不審の声／矢継早な行幸
に深まる国民の疑惑

1946.3.26 天皇制反対6割／上海在留邦人３万の声

1946.5.30
天皇の放送は反動勢力擁護／人民の反感極に達す／天皇制官僚に国民
的餓死救済の能力なし

1947.8.30
われらの怒りを天皇制打倒へ!! ／９・３カンパの昂揚を10月革命30周
年記念カンパへ

1948.12.2
天皇制戦犯の徹底的殲滅を! ／歳末カンパにもゆこの憤怒! ／極東軍事
裁判の判決を機として「戦犯追求」抗議大会開く

　表４は社会分野の記事一覧である。昭和天皇は1946年２月から11月にかけ
て，全国各地を巡幸している。これについて，「この際天皇が軍服でなく，
平服を着用して居られた」，「之によって天皇が最高戦争責任者たることを回
避し得るものではない」（1946. 3. 3）としている。さらに，「天皇が元首の
地位にあられる限り依然戦争の責任は負われて居るのであって」，「単に政治
的立場に踊らされて今回の様に頻々たる行幸を矢継早に敢行するという殊更
なる方針には絶対反対するものである」（1946. 3. 7）と論じている。1946年
３月，「天皇制反対６割／上海在留邦人３万の声」と題する記事が掲載され
ている。そこでは「上海在留邦人３万人に対し居留民団が世論調査した所，
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天皇制に反対し改廃を要すると主張するもの6割，天皇制を支持するもの4割
であった」（1946. 3. 26）と報じられた。
　1946年５月24日，天皇が深刻な食糧不足を助け合って乗り切ろうと国民に
呼び掛ける「食糧問題の重要性に関するお言葉」がラジオ放送された。これ
につき，「24日天皇は突如としてラジオを通じ別項要旨の如き演説を行い，
19日の餓死突破人民大会上上奏文に対する回答と称して険悪化しつつある国
民の動向を懐柔せんと反動勢力の直接的援護に乗り出すに至った」，「天皇演
説はその政治的意図が余りにも露骨であり，勤労人民の間にはかえって異常
なる憤激と反感を招来する結果を有し，人民大会代表は最早天皇並に天皇制
官僚には国民的餓死救済の救国的能力なしとし，人民大会決議に基き反政府
人民闘争の展開を声明している」（1946. 5. 30）と論じている。1948年11月
12日，東京裁判で25被告全員に有罪判決が下されている。これを受け，「冬
季闘争の火蓋をきったその日，極東軍事裁判の判決発表をけい機に，全地区
にわたり烈風にもえあがる天皇ヒロヒト断罪と天皇制の徹底的打倒，一切の
戦犯追求抗議運動がまきおこっている」（1948. 12. 2）と報じた。このように，

『日本新聞』によれば，全国巡幸は天皇の戦争責任を免罪するものではなく，
上海在留邦人にも天皇制に反対し改廃を要すると主張する声が高まっている。
食料問題に関する天皇のラジオ放送，東京裁判の判決は，天皇の処罰と天皇
制の打倒に向けて勤労人民を立ち上がらせているという。

５．２　文化

表5　天皇関連記事一覧（文化）

日付 見出し
1946.7.4 歩き廻る天皇＝歴史の朝に／大西肇
1947.4.3 [漫画]コンクール作品／風の神ヒロヒト／原一弘
1947.9.2 詩・天皇ひろひとに／北條さなえ
1948.8.19 詩・天皇に／ぬやま・ひろし

　表５は文化分野の記事一覧である。天皇についての３コマ漫画と短編の自
由口語詩が掲載されている。「歩き廻る天皇＝歴史の朝に」と題する次のよ
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うな詩が掲載された。「おいはぎがのそのそ歩いたあとに［/］一生懸命で記
念碑をたてた［/］きちがいが笛を吹くたびに［/］血みどろの踊りをさせら
れた」（1946. 7. 4）。「天皇ひろひとに」と題する詩は，「何故　吾々には生
きることが許されぬのか［/］何故　金もちたちは大地をうばい［/］美しい
太陽の光さえもぬすんでゆくのか」，「あなたのはじめた戦いのために［/］
空しくも死に果て［/］あなたのために焼け死んだ［/］多くの人々の貴い骨
と［/］涙にうずもれた土の上に［/］いま私は立ち上がり［/］このように
聞く［/］天皇ひろひと［/］あなたは何と答えるのだ［/］答をなせ［/］永
劫不変のうつつ神［/］慈悲深い父という名において［/］答をなせ」（1947. 
9. 2）と訴えている。「天皇に」と題する詩では「なにを言いやがる，昨日ま
で［/］天皇は神にいますと言ってたやつが［/］命おしさに［/］財産おし
さに［/］口をおさえて，あばば，あばば」（1948. 8. 19）と書いている。こ
のように，『日本新聞』に掲載された天皇についての文芸作品は，天皇を強
く非難し，天皇に対する恨みに満ちたものとなっている。

５．３　歴史

表6　天皇関連記事一覧（歴史）

日付 見出し
1946.7.11 友の会読本・天皇制に就いて（1）／天皇の歴史
1946.7.13 友の会読本・天皇制に就いて（2）／天皇の歴史
1946.7.16 友の会読本・天皇制に就いて（3）／天皇の歴史
1946.7.18 友の会読本・天皇制に就いて（4）／その本質，役割
1946.7.20 友の会読本・天皇制に就いて（5）／その本質，役割

　表６は歴史分野の記事一覧である。1946年７月，「友の会読本・天皇制に
就いて」と題するシリーズが５回にわたって連載されている。第１話で「天
皇が『神の後裔』であるという神話は『古事記』『日本書［紀］』などの，今
から千余年前の日本では最古の歴史書にのっているが，それは当時天皇の地
位を神聖化するために作出されたものである」，「古代史に書かれている天孫
降臨とか神武天皇の東征とか，その他数々の伝説はみな作り話であるが，唯
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５世紀頃に天皇の地位身分が一応成立したことだけは事実であろう」，「現在
日本の特殊な政治思想のようにいわれている天皇独裁の観念は，支那の帝王
独裁思想を輸入し，模倣したものにほかならない，ただ，それにありもせぬ
神話を結びつけて，もったいぶった宗教的政治的な威厳をつけようとしたこ
とが，日本的だといえるのである」（1946. 7. 11）と論じる。第２話によれ
ば「大化の改新と，それにつづいて発布された大宝律令によって，古代日本
の天皇制が内容形式ともに整備されたけれども，もっとも天皇の権威が強か
った奈良朝および平安朝の初期にあってさえ，天皇が完全な独裁者として支
配したのではなかった，物部，蘇我なぞの豪族は滅びたが，藤原氏その他の
新しい貴族が勢力を得て，天皇の周囲に結集し，天皇をあやつり動かした，
従って，古代の天皇制は皇室を含めての大貴族（大地主と多数の奴隷の所有
者）の政治支配にほかならなかった」（1946. 7. 13）。第３話で「天皇を中心
とする貴族共は党派を作り政権の争奪をやり，皇位をめぐって戦争をくりか
えした，そうしてやっと落ち着いた奈良朝中期から日本の封建的農奴制が生
まれたのである，この頃に鎌倉幕府が生れ武家政治の段階に向かっていたの
だが，人民大衆はいよいよ領主という大土地所有者から圧迫され，搾取され
始めたのである，と同時に専制政治の支配権も武家の首長たる将軍の手に移
り天皇は有名無実な存在」（1946. 7. 16）になったと解釈する。
　第４話によれば「明治維新と共に生れた天皇制政府は，それ以前のものと
は区別して考えねばならぬ，何故なれば，それは以前の貴族政治でも，武家
政治の連続発展でもなく，天皇という者の存在は同じものであっても，天皇
制政府の本質と役割は全然異なった新しいものである，（中略）徳川幕府を
倒すまでには公卿，諸侯も協力したが，維新政府が出来ると公卿が政府から
追放され，明治４年には廃藩置県によって諸侯も政権の外へ突出された，そ
して下層武士団中の有能な連中が天皇と共謀して軍人，官僚となり，政府を
構成したが，下層武士団自体も（中略）処分され，解体されてしまった」

（1946. 7. 18）。第5話では「天皇制政府はその支配権力の強化を図るために，
天皇主義思想を人民に強制したのである，（中略）警察力の強制によって恐
怖心と共に天皇崇拝思想を植えつけることによって，天皇制政府の絶対主義
支配の横暴性を押しかくそうとしたのである」，「今，日本の天皇制政府はぐ
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らついている。ぐらつきながら死にもの狂いで再起を図っている。彼らの最
後の根拠地は天皇制維持，国体護持である。それこそ我々にとっては今後も
餓死と醜悪な人間同士の殺し合いの道でしかないことは明瞭である。輝く人
民共和政府樹立へ，我々の任務はこれ以外にない」（1946. 7. 20）と訴えて
いる。このように，第１話から第３話では古代から中世にかけての天皇の歴
史は作り話であることを説明する。第４話と第５話では近代以降現代に連な
る天皇制は人民に強制されたものであること，天皇制政府の最後の根拠地は
天皇制維持，国体護持であること，そして人民共和政府の樹立が必要である
ことを訴えている。

６．質的分析(3)――総合

表7　天皇関連記事一覧（総合）

日付 見出し

1946.7.23
友の会読本・天皇制についての覚書／中間的結論と新たな出発のた
めに

1946.10.10
天皇制の本質的批判／東京の法廷に於ける指導者市川正一の最終弁
論（上）

1946.10.12
天皇制の本質的批判／東京の法廷に於ける指導者市川正一の最終弁
論（下）

1946.12.28 天皇制批判について／宮本顕治

　本節では天皇関連の総合的論説記事を検討する。表７は総合的論説記事一
覧である。1946年７月には，この時点までの天皇関連記事に関する中間的結
論を提示する論説が掲載されている。そこでは「第１に，我々は天皇制とは
厳密な意味においては明治維新以後に成立したものであり，封建的土地所有
と寄生的地主階級に立脚し，ここより生ずる世界一高い小作料をもって財閥
的資本主義を育成したものである」，「第２に，天皇こそは最大の寄生地主巨
大財閥であることを連合国司令部調査資料により明示した」，「第３に『万邦
無比の国体』たる天皇制は万世一系であるという，天皇主義歴史の非科学性
への批判である」，「以上の３点につき我々の天皇制批判は展開された」

（1946. 7. 23）と，主として歴史的，経済的側面について論じている。
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　1946年12月には日本共産党中央委員会名誉役員で元中央委員会議長の宮本
顕治による「200号記念論文」が掲載された。『日本新聞』の天皇制批判を総
括するようなこの論説の概要は以下のようである。第１に，「天皇制権力の
手先共は『万邦無比の国体』と称して天皇制の歴史に関して非常な宣伝をや
ってきた」，「政治的［支］配体制としての天皇制権力の近代の成立は明らか
に，明治維新以後のものである。この意味において，２千数百年一貫する国
体という観念は，明らかに欺［瞞］的なものである」。第２に「天皇制は寄
生的封建的階級としての地主と，専制政府の下で急速に富みつつあったブル
ジョアジーとに立脚し密接に結合をして，しかも相対的・独自的に強大な役
割を維持しつつ，日本資本主義の発展途上に決定的役［目］を果たしたので
ある。『世界天皇』としての妄想，『日本は神国であって他国より優秀であ
る』という幻想，それらは日本資本主義の対外的侵略政策の強化に，巧みに
結合された」。第3に「制度としての天皇制の頂点に立つ天皇の一族はそれ自
身大地主，大資本家である」，「皇室は（中略）大資本家・大地主として，労
働者・農民の直接の搾取者・略奪者である」。第4に「1931年の満州に対する
侵略行動に端を発し中国全体への侵略，さらに対連合国戦争への一連の戦争
はこの犯罪的制度の帰結であった。そしてこの制度の頂点に立つ天皇は戦争
指導最高会議を主宰し，かつ大元帥としての大本営に臨み，種々の詔勅によ
って，軍事行動を激励した」。第５に「天皇を現神とする幻想は，［□］に連
合軍の指令によって禁止された。天皇制は神［□］によって自己に宗教的な
後光をつけようとした［．］祭政一致は彼らのスローガンであった。この政
策のために，人民大衆は天皇を現実の制度の一要素として，ありのままに見
ることを妨害されてきたのである。本年元旦の勅語で，彼はついに永年の自
己神秘化の方針をある程度断念して，現神でないと表明せざるを得なくなっ
たのである」（1946. 12. 28）。以上の総合的論説はどれも1946年の下半期に
掲載されている。そこでは天皇および天皇制を歴史的，経済的，政治的，国
際的観点から批判するのである。

７．むすび
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　以上のように，『日本新聞』はさまざまな分野から天皇および天皇制を徹
底的に批判している。それらの報道から描かれるのは，処罰されるべき「戦
犯第一号」としての天皇像であり，打倒されるべき「人民の敵」としての天
皇制像である。同紙の天皇関連報道はシベリア抑留者に対する政治教育の一
環であり，同紙の描く天皇像は占領期ソ連の対日政策，とりわけ天皇および
天皇制に対する政策を浮き彫りにしている。すなわち，ソ連はシベリア抑留
からの帰還者を通し，戦犯としての天皇の処罰と天皇制の廃止を推進しよう
としたのである。本研究では『日本新聞』の天皇関連報道を検討してきたが，
同紙にはこれ以外にも取り上げるべきテーマがある。また，占領期ソ連の対
日政策研究にも解明すべき課題が残されている。さらに，ソ連における日本
研究の動向，マスメディアにおける日本イメージなどを明らかにしていけば，
占領期ソ連の日本への関わりをより立体的に把握することができるだろう。

［付記］　本研究は科学研究費補助金「基盤研究B（課題番号：26284012）連合国の

アジア戦後処理に関する宗教学的研究：海外アーカイヴ調査による再検討（研究

代表者：中野毅）」の分担研究である。また本研究は，宮川真一，2017，「パネル 

連合国のアジア戦後処理と宗教――史料･現地調査からの再検討／占領期ソ連のシ

ベリア抑留者教育――『日本新聞』の描く天皇像」日本宗教学会第76回学術大会

報告原稿に加筆・修正を施したものである。

＜注＞

（1） シベリア抑留問題は日本とロシア以外ではほとんど研究されておらず，英語で発
表される歴史研究において抑留問題は見過ごされてきた．（ムミノフ 2015：115
－116）．ロシアの歴史学では『日本新聞』について論及することはあるものの，
今のところ同紙に関するモノグラフも学術論文も刊行されていない．（Серебре-
нников 2016：164；Серебренников 2017：212）．「日本新聞」をタイトルに含
む日本語文献でも（今立 1957；茶園 1986；片岡 1989；落合 1995；山田 2001），
同紙の内容分析は行われていない．

（2） 依代之譜，2004，平和祈念展示資料館，依代之譜ホームページ，（2017年10月28
日取得，http://ki43.on.coocan.jp/injapan/heiki/heiwa/heiwa.html）．

（3） 内容分析は「コミュニケーション・メッセージの諸特性を体系的・客観的にとら
えるための，主として数量的な処理を伴う手続き」であり，第一次世界大戦と第
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二次世界大戦の時期にアメリカで実施された戦時プロパガンダ研究に端を発して
いる（鈴木・島崎 2006：116；有馬 2007：3）．

（4） 朝日新聞社編（1991）．これはハバロフスクの極東軍管区博物館が所蔵する『日
本新聞』の全ページを複写したものである．以下，同紙の内容分析のために作成
された図表や同紙からの引用は，この文献を出典としている．

（5） 「宮城遥拝」「三種の神器」など天皇を間接的に意味する言葉が含まれる記事は取
り上げない．また，記事途中の見出しは省略する．

（6） 『日本新聞』からの引用は，一部現代の表記に変更している．引用文中の［ ］内
は判読不能等の理由から，筆者による記載である．

（7） この記事が掲載された『日本新聞』の日付である．以下，同様に記載する．
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